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衛生管理ネットワーク協議会 ［平成24年7月13日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3F　［TEL］ 011-614-8088

衛生管理ネットワーク協議会は、札幌市食
品衛生管理認証制度「さっぽろHACCP」
の運営団体です。飲食店等の衛生管理
への助言、食品衛生セミナーの開催等に
より、食と事業者の信頼の要となる衛生管
理の向上を目指し、以下の理念にのっとり
活動します。①私たちは食品や施設ごとに
それに見合った安全性を評価します。②私
たちは公正な立場で札幌市食品衛生管
理認証制度の普及に貢献します。③私た
ちは食品の衛生管理技術の向上に貢献
します。以上をもって当協議会は安全な食
生活の継続に貢献します。

●　札幌市食品衛生管理認証制度「さっぽろ
HACCP」の運営を通じて、飲食店等による商
業的な食品の安全性確保と信頼の向上に貢
献します。

●　札幌市食品衛生管理認証制度「さっぽろ
HACCP」に取り組む飲食店等における衛生意
識向上を目的とし、人材育成に貢献する。

　全2項目

マイルール

●さっぽろHACCPロゴマーク

公益財団法人札幌市学校給食会 ［平成26年10月1日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北2条西2丁目 STV北2条ビル6階　［TEL］ 011-211-3897

公益財団法人札幌市学校給食会は、
昭和49年から、札幌市内の小中学校の
給食に使用する安全で良質な物資の調
達と供給を通じて、児童生徒への食育の
推進及び健康の増進と健全な発育を目
的として各種事業を行っています。安全な
物資調達については、北海道産青果物
やクリーン青果物の供給をはじめとして、
納品規格基準の設定、納入物資の抜き
取り細菌検査の実施、食品衛生保持基
準を厳守している業者の選定、納入業者
従業員の検便、衛生管理に関する講習
会の実施などに取り組んでいます。

●　当会登録納入業者に対して最新の食品衛
生情報を提供し、安全・安心な学校給食用物資
の供給に向けて衛生意識の向上を図ります。
●　食品等の自主検査の確実な実施により、自
主的な衛生管理の徹底を図ります。

●　地産地消の観点から、学校給食への北海道
産青果物等の利用を推進します。

　全3項目

マイルール

●青果物圃場の視察 ●共同購入委員会の様子
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札幌市内ホテル連絡協議会 ［平成21年8月25日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北5条西7丁目2-1京王プラザホテル札幌内　［TEL］ 011-272-3961

札幌市内ホテル連絡協議会は、構成
する26のホテルでさまざまな情報を共
有し、サービス向上を目指す組織です。
各ホテルが取り組む衛生面のノウハウ
紹介や流行性ウイルスへの注意呼び
かけなどもその一部。それぞれ情報をふ
まえ、独自の対策をとっています。たとえ
ば、ロイトン札幌ではすべての従業員通
用口に消毒マットを敷き、うがい･手洗
い場を設置しウイルスのシャットアウトに
努めてきました。個 と々全体の活動の両
輪で、札幌観光業界をけん引します。

●　会員各社は、今まで以上により一層、厨房等
施設の清掃・整理整頓、また、調理器具・機材の
清潔保持等に努めます。

●　会員各社が、問題発生時には、消費者の健
康と安全を第一に考え、迅速に対応するよう努
めます。

●　会員各社は、消費者の声を大切にし、札幌の
顔として、安全･安心な食の提供を基本とした
サービス向上に努めます。　　　   他、全5項目

マイルール

●取組例 ① ●取組例 ②

さっぽろオータムフェスト実行委員会 ［平成29年3月31日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北1条西2丁目　［TEL］ 011-281-6400

さっぽろオータムフェストは、2017年に
記念すべき第10回目を迎えます！！北海
道内各地のご当地グルメ、道内市町村
自慢の特産品、札幌市内のグルメ、北
海道産のお酒、ラーメンなど、会場ごと
に異なるテーマで北海道の秋の味覚を
楽しむことができます。さっぽろオータム
フェスト実行委員会では、市民や観光
客の皆様に安心して楽しんでいただけ
るよう、各会場管理者や各出店者と一
緒に、衛生管理や品質管理を徹底し

「食の安全・安心」にさらに取り組んで
います。

以下の内容を各会場管理者と一緒に取り組みます。
●　店舗内やバックヤードの整理整頓や調理器具

の洗浄・消毒を定期的に行い、清潔を保ちます。
●　食材の温度管理・鮮度管理を徹底します。
●　出店スタッフの手洗い、アルコール消毒を徹底

します。
●　問題発生時の対応マニュアルを作成し、従事

者へ周知します。
　他、全6項目

マイルール

●会場写真 ① ●会場写真 ②
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札幌青果物商業協同組合 ［平成22年9月26日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北12条西20丁目2-2　［TEL］ 011-611-0491

中央卸売市場から青果物の仕入れを
行う青果小売業者で構成する、札幌青
果物商業協同組合。昭和2年結成の
札幌青果小売商組合を前身とし、産地
表示など組合員が基本的ルールを遵守
するよう徹底してきました。青果物の生
産から卸・仲卸までの各段階で安全が
確保されるよう日々はたらきかけ、販売す
る側としての責任をもって、消費者への
青果物に関する情報提供にも取り組ん
でいます。また、情報発信の一環として、
市場関連団体とともに青果物を使った
料理教室なども開催しています。

●　組合員各社は、消費者への青果物の知識の
普及と適正表示(品名及び原産地)を徹底する
よう努めます。

●　組合員各社は、青果物の提供を通じ、食の安
全性や信頼・食文化の向上に寄与するとともに
地域社会に貢献します。

　全2項目

マイルール

●取組例

札幌水産物商業協同組合 ［平成22年9月26日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北12条西20丁目2-1　［TEL］ 011-611-8301

鮮魚や水産加工品を取り扱う小売店で
組織されている札幌水産物商業協同
組合。直接、消費者に対して販売する
小売業の立場から、おいしい水産品と
共に安全・安心を届けようと、産地表示
の徹底や食べ方・保存方法の説明など
を組合員各社に呼びかけ、一丸となっ
て取り組んでいます。産地は「北海道
産」だけではなく地名までなど、より詳し
く表示するよう心がけています。また、消
費者に最も近い存在として、卸・仲卸に
も食の安全・安心への取り組みを働き
かけています。

●　組合員各社は、消費者への魚介類の知識の
普及と正しい取扱い(温度管理、原産地などの
適正表示等)を徹底するよう努めます。

●　組合員各社は、魚介類の提供を通じ、食の安
全性や信頼・食文化の向上に寄与するとともに
地域社会に貢献します。

　全2項目

マイルール

●店舗の様子
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札幌ドーム飲食事業者協議会 ［平成22年12月6日協定締結］

［所在地］ 札幌市豊平区羊ケ丘1 　［TEL］ 011-850-1000

札幌ドーム飲食事業者協議会は、札幌
ドームと施設内のテナントを運営する
10の飲食事業者で組織。（株）札幌
ドームが事務局となり、外部の衛生コン
サルタントによる定期的な検査と指導、
弁当類のサンプル調査などを実施して
いるほか、衛生管理ノウハウの共有や
日々の遂行のためのチェックシートを作
成し、各事業者に提出を義務付けして
います。「お客様への還元・サービスの
向上」を共通意識として、常に食の安
全と安心を追求しています。

●　会員各社は、札幌ドームに来場するお客様に
安心していただける「安全」な商品の提供とサー
ビスの向上に努めます。

●　会員各社は、5S（整理、整頓、清潔、清掃、
躾）を徹底し、売店厨房等の良好な環境の保持
に努めます。

●　会員各社は、従業員の健康管理や身だしな
みの確認を行い、従業員一人一人の衛生意識
の向上と徹底に努めます。　　　  他、全4項目

マイルール

●取組例 ●店舗の様子

札幌中央青果協同組合 ［平成22年9月26日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北12条西23丁目　［TEL］ 011-631-1014

札幌中央青果協同組合は、昭和34
年、全道から青果物を集めて小売業者
に販売する円山市場の仲買事業から
始まり、さまざまな変遷を経て現在のよう
な小売業者の組合に至りました。消費
者により良い青果物を届ける取り組み
の一つとして、昭和40年に中央卸売市
場青果棟のすぐそばに青果館を建設
し、組合員の小売店が入居。鮮度のよ
い野菜や果物を消費者に販売し続けて
います。組合員各店では店頭に産地を
表示し、対面販売で商品の情報を伝え
る努力もしています。

●　組合員各社は、消費者への青果物の知識の
普及と適正表示（品名及び原産地）を徹底する
よう努めます。

●　組合員各社は、青果物の提供を通じ食の安
全性や信頼・食文化の向上に寄与するとともに
地域社会に貢献します。

　全2項目

マイルール

●店舗の様子
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札幌洋菓子協会 ［平成21年8月25日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区大通西12丁目4 北海道菓子会館内　［TEL］ 011-280-8711

札幌洋菓子協会は、1952年に日本洋菓子
技術協会（現在の一般社団法人日本洋菓
子協会連合会）の札幌支部として創立され、
60年以上も続いている歴史ある協会です。
現在は、札幌市内および近郊の洋菓子店
から成る経営者会員・洋菓子製造関連企業
から成る賛助会員・個人会員・学生会員で構
成されています。主に「洋菓子の知識、技術
向上」「洋菓子業界のサービス向上」「安全
で美味しい洋菓子の普及」「食生活文化の
向上」を活動目的に掲げ、各関連機関・団体
と連携を取りながらさらなる札幌および北海
道の洋菓子発展を目指しています。

●　会員各社が、消費者への洋菓子の知識の普
及と商品の正しい取扱い（原材料等の保管・温
度管理・適正表示等）を徹底するよう努めます。

●　会員各社が、食材や衛生管理に配慮して、安
全でおいしい洋菓子を提供するよう努めます。

●　協会は、洋菓子の提供を通じ、食の安全性や
信頼・食生活文化の向上に寄与するとともに地
域社会に貢献します。

　全3項目

マイルール

●取組例

サツラク農業協同組合 ［平成22年3月8日協定締結］

［所在地］ 札幌市東区丘珠町573-27　　［TEL］ 011-785-7800

サツラク農協は、札幌市内･近郊に牧
場を持つ約100戸の酪農家が搾った
生乳を一貫体制で製品化。各牧場で
は、乳牛が自由に動き回れるフリース
トール牛舎を推奨し、病気やケガ、ストレ
スの少ない環境づくりを実行。土づくり･
草づくりから健康な乳牛を育てることに
尽力しています。牧場の衛生管理を
常々改善し、安全で衛生的な生乳生産
を支えているほか、消費者からの問い合
わせなどに直接対応できるよう、フリーダ
イヤルを設置。製造工場と連携し、迅速
な対応ができるように努めています。

●　サツラク農業協同組合は、消費者の声を大
切にし、安全･安心な乳製品の提供を基本とし
たサービス向上に努めます。

●　職員一人一人の健康管理及び衛生意識の
向上に努めます。

●　問題発生時には、消費者の健康と安全を第
一に考え、製造関連会社と連携し、迅速な対応
と拡大防止に努めます。

　全3項目

マイルール

●取組例 ① ●取組例 ②
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道央水産物商業協同組合 ［平成22年9月26日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北12条西20丁目2-1　［TEL］ 011-631-5921

道央水産物商業協同組合は、中央卸
売市場を通して鮮魚・水産加工品を購
入し、札幌を中心とする道央圏で販売
を行う小売業者が構成する組合です。
市場が取り組む食の安全・安心を支え
るために、卸業者や仲卸業者とともに
鮮度保持や衛生管理に取り組み、魚
食普及活動なども実施。また、対面で消
費者に食べ方の提案や旬の情報を伝
えることも小売業者の役目と考え、その
他の市場関連団体と連携し、情報発信
にも積極的に取り組んでいます。

●　組合員各社は、消費者への魚介類の知識の
普及と正しい取扱い（温度管理、原産地などの
適正表示等）を徹底するよう努めます。

●　組合員各社は、魚介類の提供を通じ、食の安
全性や信頼・食文化の向上に寄与するとともに
地域社会に貢献します。

　全2項目

マイルール

●取組例 ① ●取組例 ②

道央青果協同組合 ［平成22年9月26日協定締結］

［所在地］ 札幌市中央区北12条西20丁目2-2　［TEL］ 011-611-8755

中央卸売市場から仕入れた青果物を、
札幌市内および近郊で小売りする業者
が組織する道央青果協同組合。昭和
37年に青果物買出人協同組合として
発足し、共同仕入事業などで青果物の
安定した供給に取り組んできました。野
菜や果物の食べ方提案や産地につい
ての情報発信など、消費者への積極的
な働きかけを組合員各社で共通して心が
けています。また、組合員各社は、それぞ
れのマイルールに基づいて店舗を運営。
他の市場関連団体と連携し料理教室や
料理コンテストなどにも協力しています。

●　組合員各社は、消費者への野菜や果物の知
識の普及と適正表示（品名及び原産地）を徹
底するよう努めます。

●　組合員各社は、野菜や果物の提供を通じ、食
の安全性や信頼・食文化の向上に寄与するとと
もに地域社会に貢献します。

　全2項目

マイルール

●取組例


